
（４） 交通量等
平成22年度道路交通センサスに基づき，高速道路及び一般国道について，日中及び夜間
の交通量をそれぞれ設定した。

（５） 交差点情報
平日の日中・夜間，休日の日中における信号設定とした。

（６） 公共輸送による避難
本シミュレーションでは，鉄道，バスなどの公共輸送による避難については考慮せず，自
家用車で避難するものとして交通量の増減による影響を考慮した。

（７） 指示に基づかない避難
国会事故調査資料等より，ＵＰＺの住民が避難指示が出されていない中で，ＰＡＺの避難
指示に合わせて避難を開始する割合を平均40％とし，その他20％，60％とした。

（８） 避難開始時期
当該地域への避難指示直後から，最大２時間までの間に避難を開始するものとした。

（９） ＵＰＺ住民への避難指示
ＵＰＺ住民への避難指示は，ＰＡＺ住民の90％が避難完了した時点で，避難指示が出され
るものとした。
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（10） 避難時間
本シミュレーションにおける避難時間は，ＰＡＺへの避難指示があった時点を起点として，
ＰＡＺ及びＵＰＺの各避難住民がＵＰＺ圏外に到達するまでの所要時間である。

（11）悪天候時の車速
悪天候を考慮したシナリオでは，全ての道路の平均自由速度（非混雑時の平均速度）が

35％低下するものとした。

３ 避難時間
ＰＡＺ住民への避難指示があった時点を起点として，ＵＰＺ圏外に避難完了するまでにかか

る所要時間（避難者の90％がＵＰＺの境界を通過するまでの時間）としており，ＵＰＺ境界を通
過した後，避難先となる施設までの移動時間や避難退域時検査に要する時間等は考慮して
いない。
また，ＵＰＺ住民への避難指示は，ＰＡＺ住民の90％の避難が完了した時点で，避難指示

が出されるものとした。
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№ シ ナ リ オ
ＰＡＺ避難時間

評 価 等
ＵＰＺ避難時間

１
乗り合わせ人数：２人／台
（平日，日中，指示に基づかない避
難40％，基本となるシナリオ）

10時間15分 乗り合わせ人数が多くなると避難時
間は大幅に短縮するため，できるだけ
乗り合いをすることが重要である。日
頃から行う対策としては，近所同士で
乗り合いすることによる効果について
周知活動や日頃から訓練が重要と考え
られる。また，避難指示時においては，
放送で乗り合いを推奨することなどが
重要。

22時間

２ 乗り合わせ人数：３人／台
８時間

15時間45分

３ 乗り合わせ人数：４人／台
６時間

11時間45分

４ 指示に基づかない避難20％
６時間30分 指示に基づかない避難の割合が少な

くなることで，原発に近いPAZの避難者
の避難時間は改善する。そのため，UPZ
における指示に基づかない避難を抑え
ることが重要である。日頃から屋内退
避に関する周知や，避難指示時取るべ
き行動を住民に伝えることが重要。

24時間45分

５ 指示に基づかない避難60％
16時間30分

22時間15分

６
夜 間
（信号制御等を夜間に設定）

10時間 夜間と日中を比較すると，PAZは短く
なり，UPZ長くなったが，これは，それ
ぞれの避難対象者数の違いによるもの
である。

22時間45分

７
悪天候
（平均速度が35％低下）

11時間30分 悪天候時には避難時間が長くなるこ
とを考慮することが重要。

24時間30分

４ シミュレーション結果と評価
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№ シ ナ リ オ
ＰＡＺ避難時間

評 価 等
ＵＰＺ避難時間

８
観光ピーク時
（夏，休日，１万５千人増）

12時間15分 観光客は，各市町の最も人口の多い
町字から避難すると仮定し，人口は夜
間人口とした。25時間

９
津波による避難先から移動
する場合（４人／台）

10時間30分
被害想定において浸水域とされる住

民，浸水域が避難道路となる住民は津
波に対する避難所から避難するものと
し，避難所は内陸側の最寄りの集会所
した。

21時間45分

10
国道270号が通行できない
場合

12時間15分 国道270号の代替避難道路として国道
３号，南九州自動車道，県道42号を利
用することとした。22時間30分

11
南九州自動車動が通行で
きない場合

15時間45分 南九州自動車道の代替避難道路とし
て国道３号，国道270号，県道42号を利
用することとした。この場合，PAZの避
難時間に大きな影響があった。28時間45分

12
乗り合わせ人数
：２人／台＋交通誘導

９時間30分
交通混雑箇所（薩摩川内市川内駅交

差点，さつま町山崎三文字交差点，日
置市国道270号・県道37号交差点など６
箇所）において，避難車両の到着に応
じ，避難経路に効率よく交通を流すこ
とを想定した。交通誘導により，PAZ・
UPZともに混雑緩和の効果が見られ，2
人/台の場合，避難時間はそれぞれ約
1/2となった。

18時間15分

13
乗り合わせ人数
：４人／台＋交通誘導

５時間

９時間15分

４ シミュレーション結果と評価
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５ 結果の考察
（１） 乗り合わせ人数が多くなると避難車両が少なくて済み，避難時間は大幅に短縮
（２） 指示に基づかないで避難する人の割合が少ないと，ＰＡＺの避難時間は大幅に短縮
（３） 南九州西回り自動車道が通行止めになると，避難時間に大きな影響
（４） 避難時の主要な混雑箇所である６箇所で交通誘導等を行うことにより避難時間が短縮
（５） （４）に加え，避難時の乗り合わせ人数を増やすことで，避難時間は更に改善

６ 今後取り組むべき事項
（１） ＵＰＺ内において指示に基づかないで避難する住民の割合を抑える対策
・ 日頃から，指示に基づかない避難による影響や屋内退避に関する知識について，周知・啓
発を行うことが必要。また，避難指示の際には，住民がとるべき行動を放送・行政無線等に
より迅速・的確に伝えることが重要

（２） 避難時に自家用車の乗車人数を増やす対策
・ 日頃から，近所同士で乗り合わせることによる効果について，周知・啓発
（・ バス等が利用できる場合はその利用促進を行い，速やかに行動できるよう日頃から訓練
を実施）
・ 避難指示の際には，放送・行政無線等で乗り合わせを推奨し，バス等の利用が促進される
よう，自治体等において的確に手配。また，今回のシミュレーションでは，公共輸送による避
難は想定していないが，今後，公共交通機関の活用について関係機関との調整・検討が必
要

（３） 道路の混雑に対する対策
・ 混雑が予想される主要６箇所等で，円滑な避難を行うため，避難車両の到着に応じ，県警
察等による的確な交通誘導を実施するなど，避難計画の実効性を向上させることが重要
・ 避難道路の通行止めが発生した場合などは，避難時の状況に応じた交通誘導，道路情報
の提供等も重要
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＜鹿児島県地域防災計画（原子力災害対策編）（抜粋）＞

第４章 緊急事態応急対策
第２節 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保
（省略）
（２）警戒事態が発生した場合

ア 九州電力からの通報
九州電力の原子力防災管理者は，警戒事態の発生又は発見の通報を受けた場合，

直ちに原子力規制委員会をはじめ県，薩摩川内市，関係機関等へ連絡するものとす
る。

（３）九州電力から施設敷地緊急事態発生の通報があった場合
ア 九州電力からの通報

九州電力の原子力防災管理者は，施設敷地緊急事態の発生又は発見の通報を受け
た場合，直ちに県をはじめ官邸（内閣官房），原子力規制委員会，内閣府，薩摩川
内市，関係周辺市町，県警察本部，薩摩川内市消防局，串木野海上保安部，原子力
防災専門官等に同時に文書をファクシミリで送付するものとする。さらに，県，原
子力規制委員会等主要な機関に対してはその着信を確認するものとする。なお，県
は通報を受けた事象に関する九州電力への問い合わせについては簡潔，明瞭に行う
よう努めるものとする。

なお，これらの連絡系統は別図２「連絡系統図」のとおりとする。

２－① 自治体への情報伝達
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九 州 電 力 株 式 会 社

内閣官房
(内閣情報集約センター)
(内閣官房副長官補(事態対
処・危機管理担当)付)

原子力規制委員会
原子力規制庁
(原子力災害対策・核物質防護課)

経済産業省
(資源エネルギー庁原子力政策課)

消防庁（特殊災害室）

警察庁（警備局警備課）

海上保安庁
(警備救難部環境防災課)

気象庁（総務部企画課）

防衛省
(運用企画局事態対処課)

国土交通省
(大臣官房参事官(運輸安全防災))

厚生労働省
(大臣官房厚生科学課)

農林水産省
(大臣官房食料安全保障課)

その他

消費者庁(消費者安全課)

鹿児島県

危機管理防災課
原子力安全対策課
地域医療整備課

鹿児島県警察本部
（警備部警備課）

九州経済産業局(総務課)

国土交通省九州地方整備局
川内川河川事務所
鹿児島国道事務所

九州運輸局鹿児島運輸支局

第十管区海上保安本部

福岡管区気象台

その他の防災関係機関

陸上自衛隊西部方面総監部
(第12普通科連隊第３科)

海上自衛隊佐世保地方
総監部(防衛部第３幕僚室)

海上自衛隊航空集団司令部
(第１航空群幕僚室)

航空自衛隊西部航空方面隊
司令部(防衛部防衛班)

薩摩川内市（防災安全課）

関係周辺市町
（防災担当課）

消防局等
薩摩川内市及び
関係周辺市町

環境放射線監視センター
環境保健センター

北 ，鹿児島地域振興局
（総務企画部）
（保健福祉環境部）

警察署
薩摩川内市及び
関係周辺市町

原子力規制委員会
原子力規制庁
川内原子力規制事務所
鹿児島地方放射線モニタ
リング対策官事務所

その他県内市町村

熊本県(危機管理防災課)
宮崎県(危機管理課)

串木野海上保安部(警備救難課)

鹿児島地方気象台

川内労働基準監督署

内閣府
内閣総理大臣

政策統括官(原子力防災担当)付

原子力災害対策特別措置法
第10条第１項に基づく通報
（ＦＡＸによる一斉通報，
電話による着信確認）

ＦＡＸによる通報，電話に
よる連絡

鹿児島県からの連絡

随時連絡

別図２ 連絡系統図

出所：県地域防災計画（原子力災害対策編）
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＜鹿児島県地域防災計画（原子力災害対策編）（抜粋）＞

第４章 緊急事態応急対策
第10節 住民等への的確な情報伝達活動
（省略）
１ 住民等への情報伝達活動
（１）的確な情報提供等

県は，放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられないなどの原子力災害の特
殊性を勘案し，緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱をおさえ，異常事態に
よる影響をできるかぎり低くするため，住民等に対する的確な情報提供，広報を迅速か
つ分かりやすく正確に行うものとする。

２－② 自治体から住民への情報伝達
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出所：平成26年内閣府「川内地域の緊急時対応」
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２－③，④，⑤ 広報活動等について

県ホームページに掲載

「原子力だよりかごしま」 「原子力防災のしおり」

県ホームページに掲載 24



出所：鹿児島県「原子力だより№１２６」

鹿児島県「原子力だより№１２６」
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出所：鹿児島県「原子力防災のしおり」

鹿児島県「原子力防災のしおり」
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出所：鹿児島県「原子力防災のしおり」
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出所：鹿児島県「原子力防災のしおり」
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出所：鹿児島県「原子力防災のしおり」
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